
マドリッド協定議定書締約国一覧
2024年5月現在

効力発生日
個別

手数料*1
18ヶ月
宣言*2

ﾗｲｾﾝｽ
未適用*3

英国 United Kingdom （ＧＢ） 1995.12.01 ○ ○

マン島 Isle of Man （IM） 2015.09.30 ○ ○

ジブラルタル Gibraltar （ＧI） 2021.01.01 ○ ○

ガーンジー*6 Bailiwick of Guernsey （ＧG） 2021.01.01 ○ ○

2 スウェーデン Sweden （ＳＥ） 1995.12.01 ○ ○

3 スペイン Spain （ＥＳ） 1995.12.01

4 中国（香港･マカオ未適用） China （ＣＮ） 1995.12.01 ○ ○ ○

5 キューバ Cuba （ＣＵ） 1995.12.26 ○

6 デンマーク Denmark （ＤＫ） 1996.02.13 ○ ○

7 ドイツ Germany （ＤＥ） 1996.03.20

8 ノルウェー Norway （ＮＯ） 1996.03.29 ○ ○

9 フィンランド Finland （ＦＩ） 1996.04.01 ○ ○

10 チェコ Czech Republic （ＣＺ） 1996.09.25

11 モナコ Monaco （ＭＣ） 1996.09.27

12 北朝鮮（注） Democratic People's Republic of Korea （ＫＰ） 1996.10.03

13 ポーランド Poland （ＰＬ） 1997.03.04 ○

14 ポルトガル Portugal （ＰＴ） 1997.03.20

15 アイスランド Iceland （ＩＳ） 1997.04.15 ○ ○

16 スイス Switzerland （ＣＨ） 1997.05.01 ○ ○

17 ロシア Russian Federation （ＲＵ） 1997.06.10 ○

18 スロバキア Slovakia （ＳＫ） 1997.09.13 ○

19 ハンガリー Hungary （ＨＵ） 1997.10.03

20 フランス France （ＦＲ） 1997.11.07

21 リトアニア Lithuania （ＬＴ） 1997.11.15 ○

22 モルドバ Republic of Moldova （ＭＤ） 1997.12.01 ○ ○

23 セルビア（ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛを継承） Serbia （ＲＳ） 1998.02.17

24 スロベニア Slovenia （ＳＩ） 1998.03.12

25 リヒテンシュタイン Liechtenstein （ＬＩ） 1998.03.17

オランダ*4 Netherlands （ＮＬ） 1998.04.01 ○

キュラソー島 Curacao （ＣＷ） 2010.10.10 ○

シント・マールテン島 Sint Maarten （ＳＸ） 2010.10.10 ○
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 Bonaire, Saint Eustatius and Saba （ＢＱ） 2010.10.10 ○

27 ベルギー*4 Belgium （ＢＥ） 1998.04.01 ○

28 ルクセンブルク*4 Luxembourg （ＬＵ） 1998.04.01 ○

29 ケニア Kenya （ＫＥ） 1998.06.26 ○ ○

30 ルーマニア Romania （ＲＯ） 1998.07.28

31 ジョージア Georgia （ＧＥ） 1998.08.20 ○ ○ ○

32 モザンビーク Mozambique （ＭＺ） 1998.10.07

33 エストニア*5 Estonia （ＥＥ） 1998.11.18 ○ ○

34 エスワティニ Eswatini （ＳＺ） 1998.12.14

35 トルコ Turkey （ＴＲ） 1999.01.01 ○ ○

36 レソト Lesotho （ＬＳ） 1999.02.12

37 オーストリア Austria （ＡＴ） 1999.04.13

38 トルクメニスタン Turkmenistan （ＴＭ） 1999.09.28 ○ ○

39 モロッコ Morocco （ＭＡ） 1999.10.08 〇

40 シエラレオネ Sierra Leone （ＳＬ） 1999.12.28

41 ラトビア Latvia （ＬＶ） 2000.01.05

42 日本 Japan （ＪＰ） 2000.03.14 ○ ○ ○

43 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda （ＡＧ） 2000.03.17 ○ ○

44 イタリア Italy （ＩＴ） 2000.04.17 ○ ○

45 ブータン Bhutan （ＢＴ） 2000.08.04

46 ギリシャ Greece （ＧＲ） 2000.08.10 ○ ○

47 アルメニア Armenia （ＡＭ） 2000.10.19 ○ ○

48 シンガポール Singapore （ＳＧ） 2000.10.31 ○ ○ ○

49 ウクライナ Ukraine （ＵＡ） 2000.12.29 ○ ○

50 モンゴル Mongolia （ＭＮ） 2001.06.16

51 オーストラリア Australia （ＡＵ） 2001.07.11 ○ ○ ○

52 ブルガリア Bulgaria （ＢＧ） 2001.10.02 ○ ○

53 アイルランド Ireland （ＩＥ） 2001.10.19 ○ ○

54 ザンビア Zambia （ＺＭ） 2001.11.15 ○

55 ベラルーシ Belarus （ＢＹ） 2002.01.18 ○ ○

56 北マケドニア North Macedonia （ＭＫ） 2002.08.30

57 韓国 Republic of Korea （ＫＲ） 2003.04.10 ○ ○ ○

締約国（国名コード）

26

1

参考資料1

- 250 -



マドリッド協定議定書締約国一覧
2024年5月現在

効力発生日
個別

手数料*1
18ヶ月
宣言*2

ﾗｲｾﾝｽ
未適用*3

英国 United Kingdom （ＧＢ） 1995.12.01 ○ ○

マン島 Isle of Man （IM） 2015.09.30 ○ ○

ジブラルタル Gibraltar （ＧI） 2021.01.01 ○ ○

ガーンジー*6 Bailiwick of Guernsey （ＧG） 2021.01.01 ○ ○

2 スウェーデン Sweden （ＳＥ） 1995.12.01 ○ ○

3 スペイン Spain （ＥＳ） 1995.12.01

4 中国（香港･マカオ未適用） China （ＣＮ） 1995.12.01 ○ ○ ○

5 キューバ Cuba （ＣＵ） 1995.12.26 ○

6 デンマーク Denmark （ＤＫ） 1996.02.13 ○ ○

7 ドイツ Germany （ＤＥ） 1996.03.20

8 ノルウェー Norway （ＮＯ） 1996.03.29 ○ ○

9 フィンランド Finland （ＦＩ） 1996.04.01 ○ ○

10 チェコ Czech Republic （ＣＺ） 1996.09.25

11 モナコ Monaco （ＭＣ） 1996.09.27

12 北朝鮮（注） Democratic People's Republic of Korea （ＫＰ） 1996.10.03

13 ポーランド Poland （ＰＬ） 1997.03.04 ○

14 ポルトガル Portugal （ＰＴ） 1997.03.20

15 アイスランド Iceland （ＩＳ） 1997.04.15 ○ ○

16 スイス Switzerland （ＣＨ） 1997.05.01 ○ ○

17 ロシア Russian Federation （ＲＵ） 1997.06.10 ○

18 スロバキア Slovakia （ＳＫ） 1997.09.13 ○

19 ハンガリー Hungary （ＨＵ） 1997.10.03

20 フランス France （ＦＲ） 1997.11.07

21 リトアニア Lithuania （ＬＴ） 1997.11.15 ○

22 モルドバ Republic of Moldova （ＭＤ） 1997.12.01 ○ ○

23 セルビア（ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛを継承） Serbia （ＲＳ） 1998.02.17

24 スロベニア Slovenia （ＳＩ） 1998.03.12

25 リヒテンシュタイン Liechtenstein （ＬＩ） 1998.03.17

オランダ*4 Netherlands （ＮＬ） 1998.04.01 ○

キュラソー島 Curacao （ＣＷ） 2010.10.10 ○

シント・マールテン島 Sint Maarten （ＳＸ） 2010.10.10 ○
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 Bonaire, Saint Eustatius and Saba （ＢＱ） 2010.10.10 ○

27 ベルギー*4 Belgium （ＢＥ） 1998.04.01 ○

28 ルクセンブルク*4 Luxembourg （ＬＵ） 1998.04.01 ○

29 ケニア Kenya （ＫＥ） 1998.06.26 ○ ○

30 ルーマニア Romania （ＲＯ） 1998.07.28

31 ジョージア Georgia （ＧＥ） 1998.08.20 ○ ○ ○

32 モザンビーク Mozambique （ＭＺ） 1998.10.07

33 エストニア*5 Estonia （ＥＥ） 1998.11.18 ○ ○

34 エスワティニ Eswatini （ＳＺ） 1998.12.14

35 トルコ Turkey （ＴＲ） 1999.01.01 ○ ○

36 レソト Lesotho （ＬＳ） 1999.02.12

37 オーストリア Austria （ＡＴ） 1999.04.13

38 トルクメニスタン Turkmenistan （ＴＭ） 1999.09.28 ○ ○

39 モロッコ Morocco （ＭＡ） 1999.10.08 〇

40 シエラレオネ Sierra Leone （ＳＬ） 1999.12.28

41 ラトビア Latvia （ＬＶ） 2000.01.05

42 日本 Japan （ＪＰ） 2000.03.14 ○ ○ ○

43 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda （ＡＧ） 2000.03.17 ○ ○

44 イタリア Italy （ＩＴ） 2000.04.17 ○ ○

45 ブータン Bhutan （ＢＴ） 2000.08.04

46 ギリシャ Greece （ＧＲ） 2000.08.10 ○ ○

47 アルメニア Armenia （ＡＭ） 2000.10.19 ○ ○

48 シンガポール Singapore （ＳＧ） 2000.10.31 ○ ○ ○

49 ウクライナ Ukraine （ＵＡ） 2000.12.29 ○ ○

50 モンゴル Mongolia （ＭＮ） 2001.06.16

51 オーストラリア Australia （ＡＵ） 2001.07.11 ○ ○ ○

52 ブルガリア Bulgaria （ＢＧ） 2001.10.02 ○ ○

53 アイルランド Ireland （ＩＥ） 2001.10.19 ○ ○

54 ザンビア Zambia （ＺＭ） 2001.11.15 ○

55 ベラルーシ Belarus （ＢＹ） 2002.01.18 ○ ○

56 北マケドニア North Macedonia （ＭＫ） 2002.08.30

57 韓国 Republic of Korea （ＫＲ） 2003.04.10 ○ ○ ○

締約国（国名コード）

26

1

参考資料1 効力発生日
個別

手数料*1
18ヶ月
宣言*2

ﾗｲｾﾝｽ
未適用*3

締約国（国名コード）

58 アルバニア Albania （ＡＬ） 2003.07.30

59 米国 United States of America （ＵＳ） 2003.11.02 ○ ○

60 キプロス Cyprus （ＣＹ） 2003.11.04 ○

61 イラン Islamic Republic of Iran （ＩＲ） 2003.12.25 ○

62 クロアチア Republic of Croatia （ＨＲ） 2004.01.23

63 キルギス Kyrgyzstan （ＫＧ） 2004.06.17 ○ ○

64 ナミビア Namibia （ＮＡ） 2004.06.30

65 シリア Syrian Arab Republic （ＳＹ） 2004.08.05 ○ ○

66 欧州連合知的財産庁(EUIPO) European Union （ＥＭ） 2004.10.01 ○ ○

67 バーレーン Bahrain （ＢＨ） 2005.12.15 ○ ○

68 ベトナム Viet Nam （ＶＮ） 2006.07.11 ○

69 ボツワナ Botswana （ＢＷ） 2006.12.05

70 ウズベキスタン Uzbekistan （ＵＺ） 2006.12.27 ○ ○

71 モンテネグロ Montenegro （ＭＥ） 2006.06.03

72 アゼルバイジャン Azerbaijan （ＡＺ） 2007.04.15

73 サンマリノ San Marino （ＳＭ） 2007.09.12 ○ ○

74 オマーン Oman （ＯＭ） 2007.10.16 ○ ○

75 マダガスカル Madagascar （ＭＧ） 2008.04.28 ○

76 ガーナ Ghana （ＧＨ） 2008.09.16 ○ ○

77 サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe （ＳＴ） 2008.12.08

78 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina （ＢＡ） 2009.01.27

79 エジプト Egypt （ＥＧ） 2009.09.03

80 リベリア Liberia （ＬＲ） 2009.12.11

81 スーダン Sudan （ＳＤ） 2010.02.16

82 イスラエル Israel （ＩＬ） 2010.09.01 ○ ○

83 カザフスタン Kazakhstan （ＫＺ） 2010.12.08

84 タジキスタン Tajikistan （ＴＪ） 2011.06.30 ○ ○

85 フィリピン*5 Philippines （ＰＨ） 2012.07.25 ○ ○

86 コロンビア Colombia （ＣＯ） 2012.08.29 ○ ○ ○

87 ニュージーランド（トケラウ諸島未適用） New Zealand （ＮＺ） 2012.12.10 ○ ○ ○

88 メキシコ Mexico （ＭＸ） 2013.02.19 ○ ○ ○

89 インド*5 India （ＩＮ） 2013.07.08 ○ ○ ○

90 ルワンダ Rwanda （ＲＷ） 2013.08.17

91 チュニジア Tunisia （ＴＮ） 2013.10.16 ○ ○

92 アフリカ知的所有権機関(OAPI) African Intellectual Property Organization （ＯＡ） 2015.03.05 ○ ○ ○

93 ジンバブエ Zimbabwe （ＺＷ） 2015.03.11 ○ ○

94 カンボジア Cambodia （ＫＨ） 2015.06.05 ○ ○ ○

95 アルジェリア Algeria （ＤＺ） 2015.10.31 ○

96 ガンビア Gambia （ＧＭ） 2015.12.18 ○ ○ ○

97 ラオス Lao People's Democratic Republic （ＬＡ） 2016.03.07 ○ ○ ○

98 ブルネイ Brunei Darussalam （ＢＮ） 2017.01.06 ○ ○

99 タイ Thailand （ＴＨ） 2017.11.07 ○ ○ ○

100 インドネシア Indonesia （ＩＤ） 2018.01.02 ○ ○ ○

101 アフガニスタン Islamic Republic of Afghanistan （AF） 2018.06.26 〇

102 マラウイ Malawi （MW） 2018.12.25 〇 〇

103 サモア Samoa (WS) 2019.03.04 〇 〇 〇

104 カナダ Canada (CA) 2019.06.17 〇 〇 〇

105 ブラジル*5 Brazil (BR) 2019.10.02 ○ ○ ○

106 マレーシア Malaysia (MY) 2019.12.27 ○ ○ ○

107 トリニダード・トバゴ Republic of Trinidad and Tobago (TT) 2021.01.12 ○ ○

108 パキスタン Islamic Republic of Pakistan (PK) 2021.05.24 ○ ○ ○

109 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates (AE) 2021.12.28 ○ ○

110 ジャマイカ Jamaica (JM) 2022.03.27 ○ ○ ○

111 チリ Chile (CL) 2022.07.04 ○ ○ ○

112 カーボベルデ Cabo Verde (CV) 2022.07.06 ○ ○

113 ベリーズ Belize (BZ) 2023.02.24 ○ ○ ○

114 モーリシャス Mauritius (MU) 2023.05.06 ○ ○ ○

注：日本は北朝鮮を国として認めていない。
*1　個別手数料を受領する旨を宣言した加盟国
*2　拒絶通報を１８ヶ月以内にWIPOへ通報する旨を宣言した加盟国
*3  ライセンスの規定(共通規則第20規則の2)を適用しない旨を宣言した加盟国
*4  オランダ、ベルギー、ルクセンブルクへの出願はベネルクス（ＢＸ）の指定となります。

*6  英国指定では適用されないため別途指定が必要 

◆お問い合わせ先：特許庁国際意匠・商標出願室  電話：03-3581-1101（代）  内線2671,2672  

出典元：WIPOホームページで最新情報をご確認下さい。  http://www.wipo.int/madrid/en/members/

*5　議定書第１４条（５）の宣言をした加盟国。当該国において議定書の効力が発生する日前の国際登録をもとに事後指定をすることは
     できません。
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